
CC1：自己資本の構成に関する開示　（三菱UFJフィナンシャル・グループ） （単位：百万円、％）

普通株式等Tier1 資本に係る基礎項目

普通株式に係る株主資本の額 16,875,970 16,470,801

うち、資本金及び資本剰余金の額 2,141,513 2,155,478

うち、利益剰余金の額 15,533,884 15,689,563

うち、自己株式の額（△） 799,427 975,057

うち、社外流出予定額（△） - 399,183

うち、上記以外に該当するものの額 - -

普通株式に係る株式引受権及び新株予約権の合計額 - -

その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額 4,487,299 4,007,777 (a)
普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額 276,477 257,051
普通株式等Tier1 資本に係る基礎項目の額 （イ） 21,639,746 20,735,631

普通株式等Tier1 資本に係る調整項目

2,129,449 2,070,007

うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 1,110,242 1,062,082

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るも
の以外のものの額

1,019,206 1,007,925

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 4,864 6,854

繰延ヘッジ損益の額 △ 1,338,523 △ 1,118,556

適格引当金不足額 - -

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 15,455 15,376

35,913 23,757

退職給付に係る資産の額 1,586,265 1,571,792

27,244 26,303

意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 - -

少数出資金融機関等の普通株式の額 - -

特定項目に係る十パーセント基準超過額 2,726,348 2,532,249

うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち
普通株式に相当するものに関連するものの額

2,726,348 2,532,249

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係
るものに限る。）に関連するものの額

- -

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連
するものの額

- -

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 - 2,563

うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち
普通株式に相当するものに関連するものの額

- 1,984

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係
るものに限る。）に関連するものの額

- -

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連
するものの額

- 579

その他Tier1 資本不足額 - -
普通株式等Tier1 資本に係る調整項目の額 （ロ） 5,187,018 5,130,348

普通株式等Tier1 資本
普通株式等Tier1 資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 16,452,727 15,605,282
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その他Tier1 資本に係る基礎項目
31a その他Tier1 資本調達手段に係る株主資本の額 - -

31b - -

32 その他Tier1 資本調達手段に係る負債の額 2,963,980 2,950,540
- -

その他Tier1 資本に係る調整後非支配株主持分等の額 242,127 229,155
その他Tier1 資本に係る基礎項目の額 （ニ） 3,206,107 3,179,695

その他Tier1 資本に係る調整項目
自己保有その他Tier1 資本調達手段の額 35,189 40,416

- -

少数出資金融機関等のその他Tier1 資本調達手段の額 - -
その他金融機関等のその他Tier1 資本調達手段の額 42,485 42,485
Tier2 資本不足額 - -
その他Tier1 資本に係る調整項目の額 （ホ） 77,675 82,901

その他Tier1 資本
その他Tier1 資本の額（（ニ）－（ホ）） （ヘ） 3,128,432 3,096,794

Tier1 資本
Tier1 資本の額（（ハ）＋（ヘ）) （ト） 19,581,160 18,702,076

Tier2 資本に係る基礎項目
Tier2 資本調達手段に係る株主資本の額 - -
Tier2 資本調達手段に係る株式引受権及び新株予約権の合計額 - -
Tier2 資本調達手段に係る負債の額 1,806,187 1,831,149
特別目的会社等の発行するTier2 資本調達手段の額 - -
Tier2 資本に係る調整後非支配株主持分等の額 121,986 114,160

480,377 441,947

うち、一般貸倒引当金Tier2 算入額 405,223 383,512
うち、適格引当金Tier2 算入額 75,154 58,434

Tier2 資本に係る基礎項目の額 （チ） 2,408,551 2,387,257
Tier2 資本に係る調整項目

自己保有Tier2 資本調達手段の額 18,387 19,219

- -

- -

- -

19,788 17,265

Tier2 資本に係る調整項目の額 （リ） 38,176 36,485

意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1 資本調達
手段の額

39

30
その他Tier1 資本調達手段に係る株式引受権及び新株予約権の
合計額

特別目的会社等の発行するその他Tier1 資本調達手段の額

46

34
36

37

38

40
42
43

44

45

54a
少数出資金融機関等のその他外部TLAC 関連調達手段のうち、

マーケット・メイク目的保有TLAC に該当しなくなったものの額

48

50
一般貸倒引当金Tier2 算入額及び適格引当金Tier2 算入額の合
計額

50a
50b
51

52

53
意図的に保有している他の金融機関等のTier2 資本調達手段及

びその他外部TLAC 関連調達手段の額

54
少数出資金融機関等のTier2 資本調達手段及びその他外部

TLAC 関連調達手段の額

55
その他金融機関等のTier2 資本調達手段及びその他外部TLAC
関連調達手段の額

57
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項目 2025年12月末

Tier2 資本
Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 2,370,375 2,350,772

総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 21,951,536 21,052,849

リスク・アセット
リスク・アセットの額 （ヲ） 117,496,950 110,808,030

連結自己資本比率及び資本バッファー
連結普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 14.00% 14.08%
連結Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 16.66% 16.87%

連結総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 18.68% 18.99%

最低連結資本バッファー比率 4.19% 4.17%

うち、資本保全バッファー比率 2.50% 2.50%

うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率 0.19% 0.17%
うち、G-SIB/D-SIB バッファー比率 1.50% 1.50%

連結資本バッファー比率 9.50% 9.58%

調整項目に係る参考事項

1,631,843 1,415,813

1,918,002 1,812,106

- -

540,508 528,808

Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項

一般貸倒引当金の額 448,026 426,548
一般貸倒引当金に係るTier2 資本算入上限額 405,223 383,512

75,154 58,434

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 416,970 386,903

66

58

59

60

61
62
63
64
65

67
68

72
少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不
算入額

73
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に
係る調整項目不算入額

78

内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法
人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの
期待損失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合に
あっては、零とする。）

79

74
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
る。）に係る調整項目不算入額

75
繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不
算入額

76
77
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